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現場代理人の常駐規定にかかる緩和について 

（令和 8 年 4 月１日以降から適用する） 
 

１ 常駐規定を緩和できる場合 
工事標準請負契約約款第１０条に基づく現場代理人は、請負契約の的確な履行を確

保するため現場への常駐を義務付けているが、次の(１)又は(２)に該当する場合につ
いてはこの規定を緩和することができる。 

(1) 常駐を必要としない期間 
次のいずれかに該当する期間は、常駐規定を緩和する。 
① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機

材の搬入又は 仮設工事等が開始されるまでの間。） 
② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事

を全面的に一 時中止している期間  
③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作

を含む工事 全般について、工場製作のみが行われている期間  
④ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、

事務手続、 後片付け等のみが残っている期間 
(2)  JS が発注した工事又は国、都道府県および市町村の工事において当該発注機関の

契約職が常駐規定の緩和を認めた工事 
 
２ 他の工事の現場代理人と兼務が可能になる場合 

現場施工期間中の現場代理人においては、1（2）に該当することにより常駐規定が
緩和されて、他の工事の現場代理人と兼務が可能になる。現場施工期間中の現場代理
人が他工事と兼務できる場合は、次の(１),(２)及び（４）を全て満たす場合又は（３）
及び（４）を全て満たす場合とする。 

(1)工事件数 
２件までを上限とする。 

(2)工事現場間の距離 
・主任技術者を専任で配置する必要にない工事においては工事現場相互の間隔（直

線距離）が 10km 程度 
・主任技術者を専任で配置する工事（監理技術者等の取扱いについて（R8.4.1 版）

６(4)の場合）のうち、同一の主任技術者の兼務が認められた工事においては工事



現場相互の間隔（直線距離）が 10km 程度 
・監理技術者を専任で配置する工事のうち、同一の建設業者と締結する契約工期の 
重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象が同 
一の建築物又は連続する工作物である場合 
 

 
例１：建築工事で、管理棟工事と汚泥脱水機棟工事は、同一の建築物とみ
なさない 
例２：機械工事で、水処理設備工事と汚泥処理設備工事は連続する工作物
とみなさない 
例３：ポンプ設備工事１とポンプ設備工事２は連続する工作物とみなす 
例４：電気設備工事１と電気設備工事２は連続する工作物とみなす 

(3)主任技術者又は監理技術者の兼務が認められている場合 
主任技術者又は監理技術者の兼務が認められている場合は、それぞれの現場におい
て配置される技術者が現場代理人の職務を兼ねることができる。なお、これ以外の現
場の現場代理人の職務は兼ねることができない。 

(4)その他 
① 現場代理人は必ずいずれかの工事現場に駐在する 
② 監督員と連絡が取れるよう連絡員を配置する 
③ 連絡員は元請又は下請の社員（雇用契約あり。雇用期間は問わない。）とし、そ

れぞれの工事現場に常駐する 
④ 低入札価格調査制度実施要領で定める低入札価格調査を経て契約を締結してい

る工事においても適用可能 
 

３ 兼務する場合の手続き 
(1) 兼務届の提出 

① JS 発注工事の場合、契約後に提出する現場代理人等通知書と合わせ、現場代理
人兼務届（様式１）及び連絡員配置届（様式３）を主任監督員に提出する。 

② 国、都道府県および市町村の工事と兼務の場合、契約後に提出する現場代理人



等通知書と合わせ、現場代理人兼務届（国、都道府県および市町村等との兼任）
（様式２）及び連絡員配置届（様式３）を主任監督員に提出する。 

③ 契約職は、安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り等が困難であると
判断した場合に現場代理人の兼務を認めないことができる。 

④ 主任技術者又は監理技術者の兼務が認められている場合において、当該現場で
現場代理人の職務を兼ねる場合は兼務届の提出は要しない。 

 
以上 

 


